
諮問第２号

人権擁護委員の候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて

令和２年１１月２５日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

人権擁護委員の候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて

人権擁護委員の関田正幸氏は、令和３年３月３１日をもって任期が満了となるので、後任

として近藤房代氏を人権擁護委員の候補者として推薦したい。

よって、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会

の意見を求める。

氏 名 住 所 生 年 月 日 任 期

近藤 房代
こんどう ふ さ よ

あきる野市上代継３８５番地 昭和３４年７月２４日
法務大臣の委嘱

の日から３年



議案第１０８号

あきる野市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和２年１１月２５日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

提案理由

東京都人事委員会勧告に準じて、期末手当を改定することから、規定を整備する必要があ

る。

あきる野市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

第１条 あきる野市職員の給与に関する条例（平成７年あきる野市条例第２９号）の一部を

次のように改正する。

第２０条第２項の表以外の部分中「１００分の１３０」を「１００分の１２０」に、

「１００分の１１０」を「１００分の１００」に、「１００分の１００」を「１００分の

９０」に改め、同条第３項中「１００分の１３０」を「１００分の１２０」に、「１００

分の７２．５」を「１００分の６７．５」に、「１００分の１１０」を「１００分の

１００」に、「１００分の６２．５」を「１００分の５７．５」に、「１００分の

１００」を「１００分の９０」に改める。

第２条 あきる野市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

第２０条第２項の表以外の部分中「１００分の１２０」を「１００分の１２５」に、

「１００分の１００」を「１００分の１０５」に、「１００分の９０」を「１００分の

９５」に改め、同条第３項中「１００分の１２０」を「１００分の１２５」に、「１００

分の６７．５」を「１００分の７０」に、「１００分の１００」を「１００分の１０５」

に、「１００分の５７．５」を「１００分の６０」に、「１００分の９０」を「１００分

の９５」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年４月１日から施

行する。



議案第１０９号

あきる野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例

上記の議案を提出する。

令和２年１１月２５日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

提案理由

一般職の職員との均衡を図るため、市議会議員の期末手当を改定することから、規定を整

備する必要がある。

あきる野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例

第１条 あきる野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（平成７年あきる野市

条例第２２号）の一部を次のように改正する。

第５条第２項中「１００分の２３２．５」を「１００分の２２２．５」に改める。

第２条 あきる野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改

正する。

第５条第２項中「１００分の２２２．５」を「１００分の２２７．５」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年４月１日から施

行する。



議案第１１０号

あきる野市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和２年１１月２５日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

提案理由

一般職の職員との均衡を図るため、市長及び副市長の期末手当を改定することから、規定

を整備する必要がある。

あきる野市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

第１条 あきる野市特別職の職員の給与に関する条例（平成７年あきる野市条例第２７号）

の一部を次のように改正する。

第３条第２項中「１００分の２３０」を「１００分の２２０」に改める。

第２条 あきる野市特別職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

第３条第２項中「１００分の２２０」を「１００分の２２５」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年４月１日から施

行する。



議案第１１１号

あきる野市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例の一

部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和２年１１月２５日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

提案理由

一般職の職員との均衡を図るため、教育長の期末手当を改定することから、規定を整備す

る必要がある。

あきる野市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例の一

部を改正する条例

第１条 あきる野市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例（平成７

年あきる野市条例第２８号）の一部を次のように改正する。

第４条第２項中「１００分の２３０」を「１００分の２２０」に改める。

第２条 あきる野市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例の一部を

次のように改正する。

第４条第２項中「１００分の２２０」を「１００分の２２５」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年４月１日から施

行する。



議案第１１２号

あきる野市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一

部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和２年１１月２５日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

提案理由

職員との均衡を図るため、会計年度任用職員の期末手当を改定することから、規定を整備

する必要がある。

あきる野市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一

部を改正する条例

第１条 あきる野市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（令和元

年あきる野市条例第８号）の一部を次のように改正する。

第６条第２項中「１００分の７２．５」を「１００分の６７．５」に改める。

第２条 あきる野市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を

次のように改正する。

第６条第２項中「１００分の６７．５」を「１００分の７０」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年４月１日から施

行する。



議案第１１３号

あきる野市特別職の職員の給与の特例に関する条例

上記の議案を提出する。

令和２年１１月２５日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

提案理由

新型コロナウイルス感染症対策に伴う社会情勢及び市の財政状況を鑑み、市長及び副市長

に支給する期末手当について減額を行うことから、規定を整備するため、標記条例を制定す

る。

あきる野市特別職の職員の給与の特例に関する条例

あきる野市特別職の職員の給与に関する条例（平成７年あきる野市条例第２７号）第３条

第２項の規定にかかわらず、令和２年１２月に支給する市長及び副市長の期末手当の額は、

同項の規定により算出して得た額から、その額に１００分の１０を乗じて得た額を減じて得

た額とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。



議案第１１４号

あきる野市教育委員会教育長の給与の特例に関する条例

上記の議案を提出する。

令和２年１１月２５日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

提案理由

新型コロナウイルス感染症対策に伴う社会情勢及び市の財政状況を鑑み、教育委員会教育

長に支給する期末手当について減額を行うことから、規定を整備するため、標記条例を制定

する。

あきる野市教育委員会教育長の給与の特例に関する条例

あきる野市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例（平成７年あき

る野市条例第２８号）第４条第２項の規定にかかわらず、令和２年１２月に支給する教育長

の期末手当の額は、同項の規定により算出して得た額から、その額に１００分の１０を乗じ

て得た額を減じて得た額とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。



議案第１１５号

あきる野市都市計画税条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和２年１１月２５日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

提案理由

令和３年度以後の都市計画税について、現行税率の特例措置を更に３年間延長するため、

規定を整備する必要がある。

あきる野市都市計画税条例の一部を改正する条例

あきる野市都市計画税条例（平成７年あきる野市条例第３８号）の一部を次のように改正

する。

附則第１８項（見出しを含む。）中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度

から令和５年度まで」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後のあきる野市都市計画税条例の規定は、令和３年度以後の年度分

の都市計画税について適用し、令和２年度分までの都市計画税については、なお従前の例

による。



議案第１１５号

あきる野市都市計画税条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和２年１１月２５日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

提案理由

令和３年度以後の都市計画税について、現行税率の特例措置を更に３年間延長するため、

規定を整備する必要がある。

あきる野市都市計画税条例の一部を改正する条例

あきる野市都市計画税条例（平成７年あきる野市条例第３８号）の一部を次のように改正

する。

附則第１８項（見出しを含む。）中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度

から令和５年度まで」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後のあきる野市都市計画税条例の規定は、令和３年度以後の年度分

の都市計画税について適用し、令和２年度分までの都市計画税については、なお従前の例

による。



議案第１１６号

あきる野市道路占用料徴収条例及びあきる野市立公園条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和２年１１月２５日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

提案理由

東京都道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例（令和２年東京都条例第４２号）の施

行に伴い、規定を整備する必要がある。

あきる野市道路占用料徴収条例及びあきる野市立公園条例の一部を改正する条

例

（あきる野市道路占用料徴収条例の一部改正）

第１条 あきる野市道路占用料徴収条例（平成７年あきる野市条例第１２５号）の一部を次

のように改正する。

第４条第１項ただし書中「及び現に占用を継続するもので占用の期間の更新の場合にお

いては、翌年度以降及び当該期間更新」を「においては、翌年度以降」に、「の４月３０

日まで又は期間更新」を「を４月３０日までに徴収するものとし、現に占用を継続するも

ので占用の期間の更新の場合においては、当該期間の更新の占用料は、期間の更新」に改

め、同条第２項中「及び」を「又は」に改める。

別表法第３２条第１項第１号に掲げる工作物の項中「１，４８０円」を「１，４９０

円」に、「３，０７０円」を「３，０８０円」に、「２，１２０円」を「２，１４０円」

に、「７円」を「８円」に、「１，２９０円」を「１，３００円」に、「２，５８０円」

を「２，６１０円」に改め、同表法第３２条第１項第２号に掲げる物件の項中「１１０

円」を「１２０円」に改め、同表法第３２条第１項第３号に掲げる施設の項中

「２，２４０円」を「２，６１０円」に改め、同表法第３２条第１項第４号に掲げる施設

の項中「１，３２０円」を「１，４００円」に改め、同表法第３２条第１項第５号に掲げ

る施設の項中「２，２４０円」を「２，６１０円」に改め、同表道路法施行令（昭和２７

年政令第４７９号。以下「令」という。）第７条第１号に掲げる物件の項中「２，１２０

円」を「２，１４０円」に改め、同表令第７条第２号に掲げる工作物の項中「２，０００

円」を「２，６１０円」に改める。

（あきる野市立公園条例の一部改正）

第２条 あきる野市立公園条例（平成１１年あきる野市条例第８号）の一部を次のように改

正する。

第１５条第２項及び第１６条中「該当した」を「該当する」に改める。



別表第１中

「

」

を

「

」

に、同表水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するものの項中「１１０円」を

「１２０円」に改める。

附 則

この条例は、令和３年４月１日から施行する。

第１種電柱 １本につき１年 １，４８０円

第２種電柱 ２，２８０円

第３種電柱 ３，０７０円

第１種電話柱 １，３２０円

第２種電話柱 ２，１２０円

第３種電話柱 ２，９１０円

その他の柱類 １３０円

共架電線その他上空に設ける線類 長さ１メートル

につき１年

１３円

地下電線その他地下に設ける線類 ７円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 １個につき１年 ２，５８０円

電柱、電線、

変圧塔その他

これらに類す

るもの

第１種電柱 １本につき１年 １，４９０円

第２種電柱 ２，２８０円

第３種電柱 ３，０８０円

第１種電話柱 １，３２０円

第２種電話柱 ２，１４０円

第３種電話柱 ２，９１０円

その他の柱類 １３０円

共架電線その他上空に設ける線類 長さ１メートル

につき１年

１３円

地下電線その他地下に設ける線類 ８円

変圧塔その他これに類するもの及び公

衆電話所
１個につき１年 ２，６１０円



議案第１１７号

あきる野市特定公共物管理条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和２年１１月２５日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

提案理由

東京都河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例（令和２年東京都条例第４３号）

の施行に伴い、規定を整備する必要がある。

あきる野市特定公共物管理条例の一部を改正する条例

あきる野市特定公共物管理条例（平成１４年あきる野市条例第４号）の一部を次のように

改正する。

「 「

」 」

附 則

この条例は、令和３年４月１日から施行する。

別表中

７５３円

を

７８７円

に改める。

３２２円 ３３７円

１，０７５円 １，１２５円

１，０７５円 １，１２５円

１，０７５円 １，１２５円

５３７円 ５６２円

１，０７５円 １，１２５円



議案第１１８号

あきる野市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和２年１１月２５日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

提案理由

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の

人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令（令和２年

厚生労働省令第１１３号）の公布に伴い、規定を整備する必要がある。

あきる野市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例

あきる野市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例（平成

３０年あきる野市条例第１号）の一部を次のように改正する。

第５条第２項中「主任介護支援専門員」の次に「（以下この項において「主任介護支援専

門員」という。）」を加え、同項に次のただし書を加える。

ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合

については、介護支援専門員（主任介護支援専門員を除く。）を前項に規定する管理者と

することができる。

附則第２項中「平成３３年３月３１日」を「令和９年３月３１日」に改め、「（平成１１

年厚生省令第３６号）」を削り、同項の次に次の１項を加える。

３ 令和３年４月１日以後における前項の規定の適用については、同項中「第５条第２項」

とあるのは「令和３年３月３１日までに法第４６条第１項の指定を受けている事業所（同

日において当該事業所における第５条第１項に規定する管理者（以下この項において「管

理者」という。）が介護保険法施行規則第１４０条の６６第１号イ（３）に規定する主任

介護支援専門員でないものに限る。）については、第５条第２項」と、「介護支援専門員

（介護保険法施行規則第１４０条の６６第１号イ（３）に規定する主任介護支援専門員を

除く。）を第５条第１項に規定する」とあるのは「引き続き、同日における管理者である

介護支援専門員を」とする。

附 則

この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規定及び同項の

次に１項を加える改正規定は、公布の日から施行する。



議案第１１９号

武蔵引田駅北口地区整地・道路・排水工事（債務負担行為）の請負契約について

上記の議案を提出する。

令和２年１１月２５日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

提案理由

武蔵引田駅北口地区整地・道路・排水工事（債務負担行為）を行うため、請負契約を締結

する必要がある。

武蔵引田駅北口地区整地・道路・排水工事（債務負担行為）の請負契約につい

て

下記のとおり請負契約を締結する。

記

１ 契 約 の 目 的 武蔵引田駅北口地区整地・道路・排水工事（債務負担行為）

２ 契 約 の 方 法 条件付一般競争入札による契約

３ 契 約 金 額 ８７５，６００，０００円

４ 契約の相手方 所 在 地 東京都あきる野市油平９８番地第１中村ビル

商号又は名称 みらい建設工業株式会社 多摩営業所

代 表 者 名 所長 笠野 克典



議案第１２０号

防災行政無線システム（デジタル化）整備工事（債務負担）の請負契約の変更

について

上記の議案を提出する。

令和２年１１月２５日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

提案理由

防災行政無線システム（デジタル化）整備工事（債務負担）の請負契約について、工事

内容を改める必要が生じたため、契約を変更する必要がある。

防災行政無線システム（デジタル化）整備工事（債務負担）の請負契約の変更

について

下記のとおり請負契約を変更する。

記

１ 契 約 の 目 的 防災行政無線システム（デジタル化）整備工事（債務負担）の請負契約

の変更

２ 変更前契約額 ７３２，０６６，１２０円

３ 増 減 額 増 ７５，０７６，９９１円

４ 変更後契約額 ８０７，１４３，１１１円

５ 契約変更理由 標記工事については、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送のサービスが

終了したことによりＶ－Ｌｏｗ波受信端末に替えて戸別受信機を配

置しなければならないなど、工事内容を改める必要が生じたことか

ら、標記請負契約を変更する。



議案第１２１号

あきる野市障害者通所支援施設に係る指定管理者の指定について

上記の議案を提出する。

令和２年１１月２５日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

提案理由

あきる野市障害者通所支援施設に係る指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、提出する。

あきる野市障害者通所支援施設に係る指定管理者の指定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、公の施設の

管理を行わせる者を次のとおり指定する。

公の施設の名称 指定管理者の名称及び所在地 指定の期間

希望の家

社会福祉法人

あきる野市社会福祉協議会

あきる野市平沢１７５番地４

令和３年４月１日から

令和６年３月３１日まで

ひばり分室

社会福祉法人

あきる野市社会福祉協議会

あきる野市平沢１７５番地４

令和３年４月１日から

令和６年３月３１日まで


